
中部圏大規模断水対策協議会 規約（案） 
 
（名 称） 
第 1 条 本会は「中部圏大規模断水対策協議会」（以下、「断水対策協議会」という。） 

と称する。 
 
（目 的） 
第 2 条 本会は中部地方において、南海トラフ地震や内陸直下型地震等の地震災害を起因

とした大規模断水発生時には、給水車が不足することが想定されていることから、
給水車に依存せず現実的な応急給水確保対策をとりまとめることを目的とする。 

 
（事 業） 
第 3 条 断水対策協議会は、第 2 条の目的を達成するために次の事項を行う。 

１．避難所、医療機関等の断水時影響が大きい施設での応急給水確保対策をとりまと
め、災害時協力井戸や民間タンクローリーなどの民間との協力体制の検討を行う。 

２．その他、断水対策協議会で定めた事項 
 
（組 織） 
第 4 条 

１．断水対策協議会は別紙に掲げる委員をもって構成する。 
２．断水対策協議会は会長を 1 名置き、中部地方整備局河川部長をもってこれにあて

る。 
３．会長は断水対策協議会を代表し、会務を総括する。 
４．委員は、会員の２／３以上の議決をもって追加することできる。 
５．必要に応じて臨時に委員以外の有識者等を招聘する。 

 
（運 営） 
第 5 条 

１．断水対策協議会の運営は、委員の２／３以上の議決による。 
２．断水対策協議会は、会長が必要と認められたときに会長が招聘する。 
３．断水対策協議会の議長は、会長をこれにあてる。 
４．会長が出席できない場合は、会長が指名する委員が断水対策協議会の議長を代理す

る。 
５．断水対策協議会は、各委員の命により各機関からの代理出席を認める。 
６．会議資料及び議事要旨については特定の個人・団体の利害などに関わるものを除

き、原則公開する。 
 
（事務局） 
第 6 条 

１．断水対策協議会の事務局は中部地方整備局水道整備・管理行政移管準備室に置く。 
２．事務局職員は会長の指示を受け、断水対策協議会の事務を担当する。 

 
（雑 則） 
第 7 条 本規約に定めるもののほか必要な事項は、委員の２／３以上の議決を得て定め

る。 
 
附 則 この規約は、令和６年３月１９日から施行する。 
 

以 上 
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